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※ この資料の内容は、一部変更される可能性がありますのでご注意ください。最新の情報は、国土地理院ウェブサイトで確認してください。

本日の説明は、別添パンフレットの「地図の利用手続フロー」を参照しながらお
聞きください。

１．地図の利用手続とは？
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「地図の利用手続」とは？

→測量法に基づく以下の手続のこと

 測量成果の複製の承認申請（測量法第29条）

 基本測量成果をコピーやスキャンする等の行為が対象

 測量成果の使用の承認申請（測量法第30条）

 基本測量成果を使用して新たな地図等を作成する測量行為が対象

地図の利用手続とは？

＊
＊

○○駅 △△町

□□町

基盤地図情報 空中写真 数値地図地理院タイル（ウェブ）

国土地理院の地図等（基本測量成果）

地理院の地図を利用して
書籍を出版しよう！
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２．改正の概要
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令和元年11月7日 報道発表 （一部改変）

地図の利用手続を緩和します
～申請不要の範囲を広げ、より簡便な利用環境を実現します～
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国土地理院は、令和元年12月10日（火）に、地図等の利用手続の運用を改正しま

す。改正により、利用にかかる申請不要の範囲が広がることから、利用者がより簡
便に利用できるようになります。

例えば、国土地理院の地図を書籍に挿入して掲載する場合、一部（地図帳や折り
込み地図）を除き出典の記載だけで利用可能となります。

【従来】 【改正後】

国土地理院の地図を書籍等に挿入して利用する場合の説明図

１ページ全面の大きさの地
図を掲載する場合、
総ページ数の10％を超えて
掲載する場合は
申請必要

１ページ全面の大きさの
地図を掲載する場合、

掲載ページ数にかかわら
ず、申請不要

（例）旅行ガイドブック、登山情報誌 等 （例）旅行ガイドブック、登山情報誌 等

改正の概要
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※令和元年１２月１０日施行

国土地理院が刊行、提供している基本測量成果（地図）を複製して刊
行したり、使用して新たな地図を作成する場合は、測量法（昭和２４年法
律第１８８号）（以下「法」という。）第２９条、 第３０条に基づき国土地理
院長の承認が必要になる場合があり、予め、これらの申請が行われてい
るところです。

近年、デジタルデータが普及し、オープンデータ化が推進されている状
況を考慮し、国土地理院長の私的諮問機関である測量行政懇談会（委
員長 清水英範東京大学大学院教授）の下で、地図の利用手続のあり
方について検討が実施され、報告書（提言）が国土地理院長に提出され
ました。

このような背景から、測量成果の一層の活用促進のため、法第２９条
の規定に基づき基本測量の測量成果の複製の承認に関する基準及び
その取扱いを定めた「測量法第２９条の規定に基づく承認取扱要領」等
について改正し、令和元年12月10日に施行しました。

改正により、利用にかかる申請不要の範囲が広がることから利用者が
より簡便に利用できるようになり、地図の活用促進が期待されます。

趣 旨

改正の概要
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下記の場合は、申請不要となります

• 書籍・パンフレットへの地図の挿入（地図帳、折り込み地図を除く）

※従来は、刊行物等に少量の地図を挿入して利用する場合、掲載する地図の大きさや
分量により、申請が必要な場合がありました。今後は、掲載する地図の大きさや分量
によらず、地図を挿入する場合は申請不要となります（地図帳、折り込み地図を除く）

• 緯度経度等の位置座標のない成果品の作成（管内図、ハザードマップ等の国土の管
理に関わる地図情報を作成する場合など一部の場合は除く（これらは災害対応の基
礎になり、正確な位置座標が必要とされる ））

※従来は位置座標の有無を問わず、要件に該当する場合は承認が必要でした。今後
は位置座標を有しない成果物の作成に利用する場合には一部の場合を除いて申請
不要となります。

従来、基本測量成果（基盤地図情報を除く）を何ら手を加えずにそのまま複製すること（
デッドコピー）は承認不可としていましたが、基盤地図情報のみならず国土地理院の
Webサイトで提供している基本測量成果を複製する場合には、デッドコピーであっても承
認可能となります。

１．申請不要となる範囲の拡大

２．承認基準の見直し

主な改正点



３．地図の利用手続フロー
が変わります
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本章の説明は、別添パンフレットの「地図の利用手続フロー」を参照しながらお
聞きください。

Q 次の地図の利用は、申請が「必要」or「不要」？
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（例） イベントの案内地図を作成してウェブサイトに掲載

 地理院地図の画面をキャプチャ、下絵にしてイベント場所の案内情報を上載
せした「案内地図」を作成。経緯度表示はない。

 ウェブサイトのイベント案内ページに貼り付けて掲載。リンクをクリックすると
、単体の地図が表示される。

国⼟地理院の整備する各種
地理空間情報（地形図、写
真、標⾼、災害情報など）
を発信するウェブ地図

地理院地図

「測量の日」特別企画
―「地図の利用手続に関する講演会」―

【日時】○年○月○日 13時～14時
【内容】「地図の利用手続に関する講演会」（入場無料）

講演：地理 太郎（国土地理院）
国土地理院の地図の利用手続についてわかりやすく紹介

【場所】国土地理院「地図と測量の科学館」
（茨城県つくば市北郷１番）下図参照。拡大図はこちら。

会場は
こちら

ホームページに掲載

リンクをクリックすると、単体
の地図が表示される

これまでは、ほぼ申請が必
要でしたが、今後は？

A 回答 -1
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【Q1】下記のいずれかの地図等（基本測量成果）を利用しますか？

別添パンフレットの「地図の利用手続フロー」を参照しながら説明をお聞きください。

YES

NO

NO

NO

※参考 仮に、単体の地図が表示されない場合は YES （申請不要）

【A】 YES （説明： 地理院地図（標準地図）を利用する）

【Q2】地図としての利用が想定されないものを作成（以下に該当しますか？）

【A】 NO （説明： 案内地図であるので、地図として利用する）

【Q3】成果品を不特定多数の者に提供しない（以下に該当しますか？）

【A】 NO （説明： 成果品をウェブサイトに掲載するので、不特定多数の
者に提供する）

【Q4 - 1】作成する成果物が測量成果としての正確さを要しないもの（１）
（以下に該当しますか？）
・博物館等における展示物として利用
・テレビ番組で利用
・書籍、パンフレット、ウェブサイトへの地図の挿入（地図帳、折込み地
図、折込み地図のような単体の地図が表示されるサイト、地図コンテ
ンツを主とするサイトを除く）

【A】 NO （説明： ページ内をクリックすると単体の地図が表示される）

A 回答 -2
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別添パンフレットの「地図の利用手続フロー」を参照しながら説明をお聞きください。

YES
N
O

【Q4 - 2】作成する成果物が測量成果としての正確さを要しないもの（２）
（以下に該当しますか？）
・位置座標のない成果物のみ作成

【A】 YES （説明： 作成した地図に、経緯度の表示がない）

【Q4 - 3】位置座標のない成果物のみ作成の場合（①～③に該当しますか？）

【A】 NO （申請不要）①②③のいずれにも該当しない。

【A】該当しない（説明：イベント案内地図は、国土の管理に関わる地図
情報とは言えない。）

② 国土地理院の地図に元々記載されているもの（地形（等高線、海岸
線、河川）道路、地名、行政界ほか）を実質的に異なる表記に変更し
ている

【A】該当しない（説明： 独自情報（イベント場所の案内情報）を上載せ
するだけ。国土地理院の地図に元々記載されているものを変更しな
い。）

③ 販売している刊行物（紙地図を含む）と比較して、一見して違いが明
確に判別できないものを作成

【A】該当しない（説明： 上載せ情報があり、また、使用する地図（地理
院地図）は販売している刊行物ではない）

① 国土の管理に関わる地図情報を作成（管内図、ハザードマップ、そ
の他の防災マップ等）



４．主な改正点
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1) 申請不要の範囲の新旧比較
2) 申請が不要となる場合の出典の記載
3) 承認基準の見直し
4) 承認がなされたことの明示
5) 複製と使用について

本章の説明は、別添パンフレットの「地図の利用手続フロー」を参照しながらお
聞きください。

１）申請不要の範囲の新旧比較
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1. イラスト的に利用
ハンカチやＴシャツ等への印刷など、精度のない場合

2. 私的利用、学校その他教育機関で利用

3. 一時的な資料として利用

4. 論文、試験問題で利用

5. 複製の場合は、次の目的であれば申請不要
a. 社内、サークル、同好会等においてのみ利用する場合
b. 特定の者に対して提出する申請書、報告書等に複製物を掲載

する場合
c. 博物館等においてパネル展示を行う場合

6. テレビ番組で利用

7. 刊行物等に少量の地図を挿入して利用

8. Webサイトに少量の地図を挿入して利用

1. 作成する成果物が地図としての利用を想定していないもの
a.ハンカチ・Ｔシャツ・紙袋・メモ帳・セロテープ、書籍の表紙、CDジ

ャケット、地形図を背景とした表彰状や名刺などデザインとして
製品への印刷

b.イラストや絵地図、縦横の拡大縮小率が異なるなど誇張表現さ
れているもの、作図ソフトで作った簡易的なもの

2. 作成する成果物を不特定多数の者に提供しないもの
a.私的利用、学校その他教育機関、社内、サークル、同好会など

組織内での利用
b.特定の者に対して提出する申請書、報告書等の添付資料や説

明資料として利用
c.一時的な資料として利用
d.論文、試験問題で利用

3. 作成する成果物が測量成果としての正確さを要しないもの
a.博物館等における展示物として利用
b.テレビ番組で利用
c.書籍、パンフレットへの地図の挿入（地図帳、折込み地図を除く）
d.緯度経度等の位置座標を有しない成果物の作成に利用（下記

①～③の場合を除く）
① 管内図、ハザードマップ等の国土の管理に関わる地図情報を

作成する場合
② 国土地理院の地図に元々記載されている地形、道路、地名、

行政界等を、実質的に異なる表記に変更する場合（ただし、
記載の削除のみの場合を除く。）

③ 販売している刊行物（紙地図を含む）と比較して、一見して違
いが明確に判別できない場合

※上記の文字色について
黒文字は現行と変更なし。緑字は変更したが考え方としては現行の延長線上にあるもの、
赤文字は現行から大きく変更した箇所、 紫字は、現行で複製承認のみ不要であったが、使用承認も不要にするもの

300×400ピクセル以下の大きさで地図等の一部（ラスタ形式）を掲載す
る場合
300×400ピクセルを超え、画面に収まる大きさで地図等の一部（ラスタ

形式）を掲載する場合 → Webサイト全体の中で5枚まで

１ページの大きさに対し1／4以下の大きさで地図等の一部を掲載する
場合
１ページの大きさに対し1／2以下の大きさで地図等の一部を掲載する

場合 → 総ページ数の30％以内
１ページの大きさに対し1／2を超え、１ページに収まる大きさで地図等

の一部を掲載する場合 → 総ページ数の10％以内
内容に合致する地図等の一部を書籍等の表紙に利用する場合

以下の場合は、申請が不要 以下の場合は、申請が不要【改正前】 【改正後】

２） 申請が不要となる場合の出典の記載
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※１ 国土地理院コンテンツ利用規約
国土地理院のウェブページに掲載されている各種コンテンツの利用のルール。「政府

標準利用規約」の第2.0版に準拠。
https://www.gsi.go.jp/kikakuchousei/kikakuchousei40182.html

【改正前】 【改正後】

1. 作成する成果物が地図としての利用を想定していないもの
a.デザインとして製品への印刷、イラストや絵地図等

2. 作成する成果物を不特定多数の者に提供しないもの
a.学校その他教育機関、社内、サークル、同好会など組織内での

利用
b.特定の者に対して提出する申請書、報告書等の添付資料や説

明資料として利用
c.論文、試験問題で利用

3. 作成する成果物が測量成果としての正確さを要しないもの
a.博物館等における展示物として利用
b.テレビ番組で利用
c.書籍、パンフレットへの地図の挿入（地図帳、折込み地図を除く）
d.緯度経度等の位置座標を有しない成果物の作成に利用（一部

の場合を除く）

◆出典の記載が必要な場合

• 論文、試験問題で利用
• 博物館等において複製物をパネル展示する場合
• テレビ番組で利用
• 刊行物等に少量の地図を挿入して利用

申請が不要の場合の出典の記載については、国土地理院コンテ
ンツ利用規約※１を準用することを規定に明記。

◆出典の記載が必要な場合 （下線部分が主な変更点）

■出典の記載について
国⼟地理院の地図等を利⽤する際は、申請不要の場合

であっても、出典を記載してください。
また、国⼟地理院の地図等を編集・加⼯等して利⽤す

る場合は、上記出典とは別に、編集・加⼯等を⾏ったこ
とを記載してください。編集・加⼯した情報を、あたか
も国⼟地理院が作成したかのような態様で公表・利⽤し
てはいけません。

（出典記載例）
•出典︓国⼟地理院発⾏2.5万分1地形図
•出典︓国⼟地理院撮影の空中写真（XXXX年撮影）
•電⼦地形図25000（国⼟地理院）を加⼯して作成
•地理院タイルに○○を追記して掲載

■出典の記載場所について
印刷物及び書籍に測量成果（紙地図、電⼦地形図、空中写真等）を利⽤する場合、原則、測量成果の掲載箇所に記載してください。
なお、書籍の巻頭及び巻末にまとめて記載する場合には、何⾴に掲載されている図が測量成果を利⽤したものなのかをできる限り記載し
てください。
システムやWebサイトに測量成果を利⽤する場合、原則、測量成果が表⽰画⾯に表⽰されている間は、常に⾒えるように表⽰画⾯に明
⽰してください。なお、技術的に困難など、やむを得ない場合には説明ページや説明書に記載することも可とします。（例えば、Web
サイトであれば利⽤規約のページ、ソフトウェアであればreadmeファイル、ハンカチやTシャツ等であれば製品のパッケージや説明書
に記載することも可とします。）。 また、表⽰画⾯を出⼒できる場合には、出⼒図にも記載してください。

３） 承認基準の見直し

Q
国土地理院で発行している地図等をそのままの形で複製し、配布又は閲覧させることは
可能ですか？

これまで 今後

A.
刊行している国土地理院の地図（過去３年
以内に刊行されたものを含む）を全くその
ままの形で複製し、配布又は閲覧させるこ
とは、「デッドコピー」となりますので営利・
非営利を問わずお認めできません。（基盤
地図情報は除く）

A.
刊行している国土地理院の地図（過去３年
以内に刊行されたものを含む）を全くその
ままの形で複製し、配布又は閲覧させるこ
とは、「デッドコピー」となりますので営利・
非営利を問わずお認めできません。（基盤
地図情報や地理院タイルなどの国土地理
院Webサイトから提供している基本測量成
果は除く）
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 従来、基本測量成果（基盤地図情報を除く）を何ら手を加えずにそのまま複製する
こと（デッドコピー）は承認不可としていましたが、基盤地図情報のみならず国土地
理院のWebサイトで提供している基本測量成果を複製する場合には、デッドコピ
ーであっても承認可能となります。

※国土地理院Webサイトで提供している基本測量成果の例
基盤地図情報 基本項目、基盤地図情報 数値標高モデル、地理院地図（標準地図・淡色地図・English（タイル）等）
電子国土基本図（地名情報）「住居表示住所」、湖沼データ、火山基本図データ



４） 承認がなされたことの明示

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製した
ものである。（承認番号 平30情複、 第9999号）」

 改正後の明示例

「測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R1JHf9999 」

※測量成果の名称については、この語尾に続けて記載しても良い（任意）
また、Webにおいて利用する場合は、About me等の説明ページ等に記載してもよい。

 改正前の明示例

※記号の説明
○「事務処理担当部署」記号

JH：情報企画課 HO：北海道 TO：東北
KT：関東 HK：北陸 CB：中部 KK：近畿
CG：中国 SI：四国 KU：九州 OK：沖縄

○複製・使用の別
f 複製 s 使用

R1 JH f 9999

事務処理年度（元号）

事務処理担当部署 複製・使用の別

承認番号
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 承認を受けた旨明示する文を簡潔にする。

５） 複製と使用について
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複製の事例

 「複製」の事例

 「使用」の事例

 測量成果をコピー、スキャン等で複製したものを単に
背景として用いているもの

 測量成果の一部の情報を間引いたり、独自情報を付
加しただけのもの

 測量成果の情報を読み取って、作り変えることはして
いないもの

 基の測量成果の情報を読み取って、基の測量成果に
手を入れて別種の地図を作成しているもの

 測量によって得たデータ等を付加し、独創性のある主
題図を作成しているもの

 ベクトルデータを使用して紙地図やラスター画像を作
成しているもの

バス路線、バス停名、マーク
等を付加

使用の事例

書きなおし、別種の地図を
作成

 説明文を下記のとおりとした。
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５．行政関連の地図作成における
留意点（位置座標について）

行政関連の地図作成における留意点（位置座標について）
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 現状、行政関連の地図には、経緯度等の位置座標が付
されていないものも散見されます。

 地理空間情報の活用推進、測量の重複の防止・正確さ
の確保の観点から、また、自治体における統合型GISの
コンセプト（自治体内の各部門が使用する地図情報を統
合した庁内横断型のデータ共用）から見ても、行政関連
の地図は、様々な情報と重ねあわせて利用すべきもの
が多いといえます。（例 複数のハザードマップの重ね
合わせ・接合・比較）

 様々な情報と重ねあわせて利用するためには、重ね合
わせの基準として、作成する地図に経緯度等の位置座
標が必要となりますのでご留意ください。



６．おわりに
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おわりに
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 近年、デジタルデータが普及し、オープンデータ化が推進され
ている状況を考慮し、有識者による地図の利用手続のあり方
について検討が実施され、報告書（提言）が国土地理院長に
提出されました。

 このような背景から、令和元年12月10日に、地図の利用手続
を改正しました（事前の周知期間を約1ヶ月確保）。

 改正内容については、地理院ウェブサイトでの広報、申請者
への広報、地方公共団体等への技術的助言の通知（全都道
府県及び全市町村対象。その他、地方整備局等国の機関、
業界団体に連絡。）を実施するとともに、地域における各種会
議等での紹介も随時実施しております。

 今後も、改正内容の普及のため、広報を積極的に進めてまい
ります。

 皆様におかれましては、国土地理院の地図を、今後もより一
層、ご利用ください。

【参考】 地図の利用手続に関するページ
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地図の利用手続に関するページ
https://www.gsi.go.jp/LAW/2930-index.html

ご不明な点は、下記までお問合せ下さい。
〒305-0811 茨城県つくば市北郷１番

国土地理院 地理空間情報部 情報企画課 審査係
電話：０２９－８６４－４１５０ （直通）

Eメール： gsi-tsu-fukusei@gxb.mlit.go.jp

国⼟地理院ウェブサイト
https://www.gsi.go.jp/

Q&A、パンフレットなど、地図の利用手続改正
に関する各種参考資料を掲載しております。
是非、ご利用ください。


